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↓
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↓
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実
習
修
了
証
と
兼
ね
る
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正
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定
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↓

↓
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授

与
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定
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与
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階
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習
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習
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↓
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階
位
検
定
講
習
会

開
閉
講
式
次
第

《
初
日
》
※
神
社
庁
集
合
後

《
最
終
日
》
※
全
科
目
終
了
後

開
講
奉
告
祭

於･

神
社
庁
神
殿

閉
講
奉
告
祭

於
・
神
社
庁
神
殿

開
講
式

於･
神
社
庁
神
殿(

大
会
議
室)

閉
講
式

於･

神
社
庁
神
殿(

大
会
議
室)

一
、
開
会
の
辞

一
、
開
会
の
辞

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
主
催
者
挨
拶

一
、
修
了
證
授
与

一
、
閉
会
の
辞

一
、
主
催
者
挨
拶

※
引
き
続
き
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

一
、
受
講
生
答
辞

一
、
閉
会
の
辞

解
散
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一
、
開
講
目
的

本
講
習
会
は
、
神
社
本
庁
が
定
め
る
『
階
位
検
定
講
習
会
』
に
該
当
し
、
そ
の
開
催
目
的
は
、「
神
職

の
子
弟
そ
の
他
神
職
を
志
す
者
に
、
短
期
集
約
教
育
を
も
っ
て
、
神
職
に
関
す
る
基
礎
知
識
と
必
要
な
技

能
を
教
授
し
、
神
職
と
し
て
の
信
仰
を
深
め
る
と
共
に
品
性
の
陶
冶
を
図
る
た
め
訓
育
を
行
い
、
も
っ
て

階
位
を
与
え
る
に
足
る
人
材
を
養
育
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
神
社
本
庁
に
所
属
す
る
神
社
の
祀
職
・
家
職
を
継
承
す
る
た
め
に
緊
急
に
資
格
を
必
要

と
す
る
者
に
受
講
許
可
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

二
、
受
講
資
格

次
の
条
件
を
満
た
し
、
且
つ
島
根
県
神
社
庁
が
適
当
と
認
め
た
者
に
限
り
ま
す
。

権
正
階
…
直
階
を
有
す
る
者

直

階
…
年
齢
十
八
歳
以
上
で
、
高
等
学
校
以
上
の
学
校
卒
業
者
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
力
を
有

す
る
者

※
『
神
社
祭
式
同
行
事
作
法
』
及
び
神
拝
行
事
（
夕
拝
な
ど
）
は
正
座
で
行
い
ま
す
の
で
、
最
低
三
十
分
程
度
の
正
座
が
出
来
る
こ

と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

三
、
開
講
階
位
・
実
施
方
法

１
、
開
講
階
位

権
正
階
及
び
直
階

２
、
実
施
方
法

権
正
階
・
・
・
甲
課
程
・
乙
課
程
の
二
分
割
と
し
、
単
年
・
複
数
年
受
講
が
可
能
。

※
甲
、
乙
全
て
が
修
了
し
な
い
と
階
位
検
定
申
請
は
出
来
な
い
。

※
但
し
、
複
数
年
受
講
の
場
合
は
三
年
以
内
と
す
る
。

直

階
・
・
・
甲
課
程
・
乙
課
程
の
二
分
割
と
し
、
単
年
・
複
数
年
受
講
が
可
能
。

※
甲
、
乙
全
て
が
修
了
し
な
い
と
階
位
検
定
申
請
は
出
来
な
い
。

※
但
し
、
複
数
年
受
講
の
場
合
は
二
年
以
内
で
、
甲
・
乙
の
順
で
受
講
す
る
こ
と
。
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四
、
募
集
人
数

権
正
階
・
・
・
二
十
名

直

階
・
・
・
二
十
名

※
受
講
希
望
者
が
定
員
を
越
え
た
場
合
、
入
所
選
考
を
行
い
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

五
、
選
考
・
受
講
許
可

１
、
選
考
方
法

書
類
選
考
に
よ
る
。

※
但
し
、
必
要
に
応
じ
面
接
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

※
分
割
受
講
中
の
者
及
び
県
内
在
住
者
（
ま
た
は
県
内
奉
職
予
定
者
）
を
優
先
的
に
選
考
す
る
。

２
、
受
講
許
可

選
考
さ
れ
た
者
に
対
し
受
講
許
可
の
旨
を
通
知
す
る
。（
六
月
下
旬
を
予
定
）

３
、
備

考

受
講
許
可
通
知
に
併
せ
て
、
名
簿
な
ど
の
関
係
書
類
を
同
封
す
る
。

六
、
宿
泊

当
講
習
会
は
本
来
全
期
間
合
宿
制
に
て
開
講
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
諸
事
情
の
た
め
通
講
制
に
よ
り
実

施
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
遠
方
の
方
で
通
講
が
困
難
な
者
は
、
各
自
で
宿
泊
先
を
確
保
願
い
ま
す
。

※
自
家
用
者
及
び
公
共
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
、
各
自
通
講
で
き
る
宿
泊
先
を
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。

七
、
合
宿

従
来
で
あ
れ
ば
甲
課
程
・
乙
課
程
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
合
宿
（
一
泊
）
を
一
日
ず
つ
実
施
し
て
い
ま

す
が
、
本
年
は
諸
事
情
に
よ
り
合
宿
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

- 3 -

八
、
準
備
品

講
習
会
開
催
ま
で
に
次
に
記
載
し
て
あ
る
も
の
を
準
備
し
て
下
さ
い
。

、
装

束

類

○
白
衣

○
白
襦
袢

○
白
帯

○
白
作
務
衣
（
上
下
）

○
白
袴

○
白
足
袋

1

○
笏(

女
子
は
ボ
ン
ボ
リ
）

○
白
緒
草
履
二
足
（
上
履
・
下
履
）

○
白
手
ぬ
ぐ
い

（
白
ハ
ン
カ
チ
）

※
白
衣
は
毎
日
着
用
す
る
の
で
着
替
え
も
用
意
し
て
下
さ
い
。

２
、
書

籍

類

○
既
購
入
教
科
書

○
必
要
な
者
は
各
種
辞
書
（
電
子
辞
書
可
）

※
当
庁
で
購
入
し
た
教
科
書
は
講
習
会
初
日
に
神
社
庁
に
て
お
渡
し
し
ま
す
。

３
、
書
道
用
具

○
小
筆(

小
筆
は
神
社
庁
で
購
入
で
き
ま
す
。）

○
墨

○
硯
（
墨
池
不
可
）

○
書
道
用
下
敷

４
、
禊

装

束

○
男
子
は
白
ふ
ん
ど
し

・
白
は
ち
ま
き
・
タ
オ
ル

※
ふ
ん
ど
し
・
は
ち
ま
き
は
当
庁
で
購
入
可
。

○
女
子
は
、
白
Ｔ
シ
ャ
ツ
・
白
短
パ
ン

・
タ
オ
ル

※
男
女
共
に
行
衣
は
貸
し
出
し
い
た
し
ま
す
。

※
タ
オ
ル
は
禊
実
習
後
の
入
浴
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す

５
、
日
用
品
他

○
下
着
（
白
・
肌
色
）

○
ハ
ン
カ
チ
（
白
）

○
傘

○
印
鑑

○
筆
記
用
具

○
健
康
保
険
証

○
開
催
要
項

○
本
案
内
書

○
受
講
生
活
の
栞

※
受
講
生
活
の
栞
・
受
講
生
名
簿
は
、
入
所
許
可
証
と
と
も
に
お
送
り
し
ま
す
。

○
そ
の
他
期
間
中
に
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
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九
、
階
位
検
定
及
び
授
与
申
請
経
費

講
習
会
終
了
後
、
速
や
か
に
手
続
き
を
行
う
た
め
、
講
習
会
期
間
中
に
予
め
申
請
書
類
を
提
出
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
講
習
期
間
中
に
改
め
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
経
費
は
次
の
通
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
経
費
は
後
日
改
め
て
請
求
い
た
し
ま
す
。

【
権
正
階
】

※
全
課
程
修
了
予
定
者
の
み

【
直

階
】

権
正
階
検
定
料(

本
庁)

一
五
、
〇
〇
〇
円

直

階

検

定

料(

本
庁)

一
二
、
〇
〇
〇
円

〃

(

当
庁)

一
二
、
〇
〇
〇
円

〃

(

当
庁)

一
〇
、
〇
〇
〇
円

検
定
申
請
用
紙
代

六
六
〇
円

検
定
申
請
用
紙
代

六
六
〇
円

直

階

授

与

料(

本
庁)

四
〇
、
〇
〇
〇
円

合

計

二
七
、
六
六
〇
円

〃

(

当
庁)

三
二
、
〇
〇
〇
円

授
与
申
請
用
紙
代

六
六
〇
円

合

計

九
五
、
三
二
〇
円

《
そ
の
他
》

１
、
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
島
根
県
神
社
庁
（

〇
八
五
三
‐
五
三
‐
二
一
四
九
）
に
お
問
い

tel

合
わ
せ
下
さ
い
。

２
、
頭
髪
は
清
潔
に
し
、
著
し
い
着
色
や
長
髪
は
厳
禁
と
し
ま
す
。
髭
を
伸
ば
し
て
い
る
者
の
受
講
も

認
め
ま
せ
ん
。

３
、
受
講
中
、
言
動
問
題
あ
る
者
（
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
等
）
に
つ
い
て
は
、
以
後
の
受
講
を
中
止

し
、
修
了
証
は
交
付
し
ま
せ
ん
。


